
赤穂市訓令甲第４６号 

 

赤穂市電子入札システム条件付き一般競争入札実施要綱 

  

(趣旨) 

第１条 この要綱は、電子入札システム条件付き一般競争入札を実施することにより、入札参加

機会の公平性、透明性、競争性の確保及び入札に係る経費、事務量の削減を図るため、必要な

事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この要綱において電子入札システム条件付き一般競争入札とは、赤穂市が発注する建設

工事入札の実施にあたり、赤穂市財務規則（昭和３９年赤穂市規則第６号）第９９条第２項に

規定する指名競争入札参加資格者名簿（以下「参加資格者名簿」という。）に登録されている

者で、赤穂市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する基準に基づき、建設工事ごとに

定める入札参加資格を有する者の全てを当該入札に参加させる方式の競争入札をいう。 

(適用範囲) 

第３条 電子入札システム条件付き一般競争入札は、予定価格が１３０万円を超える建設工事に

ついて実施する。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず特別な事情がある場合は、電子入札システム条件付き一般

競争入札以外の方法により入札を執行することができる。 

(参加資格) 

第４条 電子入札システム条件付き一般競争入札に参加できる者は、参加資格者名簿に登録され

ている者のうち、赤穂市に本店を有する者(以下「市内業者」という。)で、当該工事の入札参

加資格等級格付に該当するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、当該工事が特殊工事、その他の高度な技術を要する工事

又は、市内業者の登録数が少なく、競争性が保てない場合等、特別な事情があるときは、参加

資格者名簿に登録され、かつ、同一の建設業の種類の資格を有する者のうち、前項に定める以

外の者についても電子入札システム条件付き一般競争入札に参加させることができる。 

(入札参加者の公募) 

第５条 市長は、電子入札システム条件付き一般競争入札の実施にあたり、工事名、入札参加資

格、開札の場所及び日時、契約条件等(以下「募集情報」という。) を市のホームページへの

掲載及び総務部契約管財課 (以下「契約管財課」という。)において閲覧の方法により公表し、

入札参加者を公募するものとする。 

２ 公表は、原則として毎月第２及び第４火曜日とする。ただし、その日が赤穂市の休日を定め

る条例(平成３年赤穂市条例第４号)に規定する休日であるときは、当該休日後の最初の休日で

ない日とする。 

(手持ち工事数による参加申込の制限) 

第６条 前条第１項の公表時において、赤穂市から受注している工事(以下「手持ち工事」とい



う。)数（随意契約を除く。)が４以上ある者は、電子入札システム条件付き一般競争入札に参

加できない。 

(紙入札の承認) 

第７条 電子入札システム条件付き一般競争入札に紙入札で参加しようとする者は、紙入札承認

願（様式第１号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により紙入札承認願が提出された場合において、これを認めるときは、

条件を付して紙入札承認通知書（様式第２号）を交付するものとする。 

(入札への参加申込等) 

第８条 電子入札システム条件付き一般競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加希望者」

という。）は、競争参加資格確認申請書（様式第３号）を兵庫県電子入札共同運営システム（以

下「電子入札システム」という。）により、募集情報に定められた期限(以下「指定期限」とい

う。)までに提出しなければならない。ただし、紙入札の承認を受けた者（以下「紙入札業者」

という。）は、競争参加資格確認申請書を指定した場所へ直接提出しなければならない。 

２ 前項に定める書類のほか、募集情報に施工実績を要する旨を定めた場合にあつては、当該実

績を証する書類を提出しなければならない。 

(資格審査) 

第９条 市長は、前条の入札参加希望者について、入札参加資格の有無を開札前に審査のうえ決

定する。 

２ 前項の審査の結果、入札参加資格がないと決定されたものの入札の参加申込みは、無効とす

る。 

(無効とする参加申込等) 

第１０条 前条第２項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する参加申込みは無効と

する。 

⑴ 同一の入札について、２以上の封筒で申し込んだもの 

⑵ 必要書類が漏れている(同封されていない)もの 

⑶ 競争参加資格確認申請書に記名押印のないもの（ただし、電子入札システムで提出する場

合の押印は不要。） 

⑷ 競争参加資格確認申請書、入札書に記載された事項が異なるもの 

⑸ 入札書用封筒の記載内容に誤り又は漏れのあるもの 

⑹ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のないもの 

⑺ 虚偽の申請により資格を得た者のした参加申込み 

⑻ 施工実績を要する旨を定めた工事について、応募資格要件に定めた施工実績が満たされて

いない者の参加申込み 

⑼ 入札に関する条件に違反した者に係る参加申込み 

２ 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

⑴ 入札書用封筒に入札書が同封されていないもの 

⑵ 入札書に入札者の記名押印のないもの 



⑶ 工事名、入札金額、日付、入札者の所在地、商号又は名称、代表者職氏名の記載のないも

の又は不明確なもの 

⑷ 入札金額を訂正したもの 

⑸ 入札書の金額と工事費内訳明細書の金額が不一致（再度入札の場合を除く。）のもの 

 ⑹ 談合その他の不正行為によつて行われたと認められるもの 

(入札書等の提出) 

第１１条 入札参加希望者は、第９条に規定する審査の結果、入札参加資格を有すると認められ

た場合、入札書及び工事費内訳明細書を電子入札システムにより、指定期限までに提出しなけ

ればならない。ただし、紙入札業者は、入札書（様式第４号）に必要事項を記入のうえ、（入

札書は、任意の封筒に封入封かんすること。）指定した場所へ直接提出しなければならない。

なお、入札書の提出にあたつては、その工事費内訳明細書を入札書とは別の任意の封筒に封入

封かんして提出しなければならない。 

(電子入札システム条件付き一般競争入札の中止等) 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該工事に係る電子入札システム条

件付き一般競争入札を中止することができる。 

⑴ 申込者がいないとき、又は第９条に規定する審査の結果、入札参加資格を有する者がいな

いとき 

⑵ 天災等により入札執行ができないとき(市長が延期を認めた場合を除く。) 

⑶ その他市長が特に入札の中止を認めたとき 

２ 前項第１号の規定により電子入札システム条件付き一般競争入札が中止となつた工事は、当

該入札の参加資格者以外の者により随意契約を行うことができる。 

(設計図書等) 

第１３条 電子入札システム条件付き一般競争入札に係る設計図書等は、第５条第１項の規定に

準じ、公表するものとする。 

(質疑応答) 

第１４条 設計図書等に関する質問は、指定期限までにファクシミリで契約管財課にすることが

できる。 

２ 前項の質問に対する回答は、募集情報に定める日に市のホームページに掲載するとともに契

約管財課において閲覧に供する。 

(入札の辞退) 

第１５条 入札参加者は、入札締切日時前で、かつ、入札書を電子入札システムにより送信する

までの間に、辞退届を電子入札システムにより送信して入札を辞退することができる。ただし、

紙入札業者は、入札締切日時前で、かつ、入札書を提出するまでの間に、辞退届（様式第５号）

に必要事項を記入のうえ、指定した場所へ直接提出して入札を辞退することができる。 

２ 入札締切日時までに入札書の提出がなく、かつ前項の辞退届の提出もない入札参加者は、入

札締切日時を経過した時をもつて入札を辞退したものとみなす。 

 (入札の実施) 



第１６条 市長は、紙入札業者があるときは、事前に提出された入札書の入つた封筒を開封し、

それぞれの入札書の内容を確認するものとする。この場合において、入札書が有効である場合

は、市長は、その入札金額を電子入札システムに入力する。 

２ 市長は、開札日時の経過後、遅滞なく開札の手続きを行い、第１８条及び第１９条に定め

る場合及び入札が不調となつた場合を除き、落札者を決定する。 

３ 市長は、保管した業者詳細情報をもとに、電子入札に使用されたＩＣカードが入札参加の申

込みに使用された名義人のものと同一であることを確認するものとする。  

４ 市長は、工事費内訳明細書の内容の確認を入札締切日時後に行うことができるものとする。 

（落札者の決定）  

第１７条 市長は、落札者を決定したときは、電子入札を執行した担当者の電子署名を付加した

落札決定通知書を入札参加者に電子入札システムにより送信するものとする。  

（電子くじによる落札者等の決定） 

第１８条 落札となるべき金額の入札をした者が２人以上あるときは、電子入札システム上のく

じ（以下「電子くじ」という。）によつて落札者（総合評価落札方式を実施する場合は、落札

候補者）を決定する。  

２ 電子くじによつて落札者を決定する際に入力するくじ番号は、入札書において入札参加者が

指定するものとする。なお、紙入札を承認した場合も同様とする。  

３ 第１７条の規定は、電子くじによつて落札者を決定した場合について準用する。  

（再度入札） 

第１９条 第１６条に規定する入札において予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入

札がないときは、１回を限度とし、再度入札を行うことができる。 

２ 前項の再度入札を行うときは、市長は、再度入札に参加できる者に対し、直ちに再度入札通

知書を電子入札システムで送信する。ただし、紙入札業者に対しては再度入札通知書（様式第

６号）をファクシミリで送信する。 

３ 再度入札時の入札書の提出期限及び開札日時は、再度入札通知書に指定するものとする。 

４ 再度入札に参加できる者は、初度の入札において予定価格を上回る入札をした者に限る。 

 (入札結果の公表) 

第２０条 市長は、開札後、第５条第１項の規定に準じ、建設工事ごとの落札者及び落札金額等

を公表するものとする。 

(補則) 

第２１条 この要綱、赤穂市財務規則(昭和３９年赤穂市規則第６号)及び赤穂市契約規程(昭和

３９年赤穂市訓令甲第３号)に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成２６年９月１日から施行する。 

 


